
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都最低賃金は 10 月１日から 

時間額 1,041 円になります 
 

 

１ 東京労働局長（局長 辻田 博）が、時間額 1,041 円に改正決定した東京都最低賃

金（地域別最低賃金）は、令和３年 10 月１日から効力が発生します。 

  都内で事業を営む使用者が、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間

額 1,041 円以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。 

 

２ 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も

低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図るため、業務改善助成金（別添１参照）

をはじめ、様々な助成金制度を設けています。 

 

３ 東京労働局では、令和３年９月及び 10 月を「東京労働局 最低賃金・支援策周知 

強化期間～応援します！ TOKYO １０４１ さいちんキャンペーン～」と位置づけ、 

最低賃金の改正について周知を徹底するとともに、生産性の向上等により事業場内 

最低賃金を引き上げやすい環境を整備するため、中小企業に対する各種支援策の利 

用及び活用の促進について集中的取組を推進しています（別添２参照）。 
今後、引き続き改正後の東京都最低賃金額の周知徹底に取り組むとともに、都内各

労働基準監督署において監督指導を実施すること等により、履行確保を図ることと

しています。 
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〔 参 考 〕 

 

１ 最低賃金について 

（１）適用 

東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に 

  適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、 

国籍及び年齢の区別なく適用されます。 

派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用され

ます。 

（２）金額 

    次の金額は、最低賃金に算入されません。 

① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

② 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

③ １月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 

 

２ 過去１０年間の改正状況 

 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

引上げ額 16 円 13 円 19 円 19 円 19 円 

引上げ率 1.95％ 1.55％ 2.24％ 2.19％ 2.14％ 

時 間 額 ８３７円 ８５０円 ８６９円 ８８８円 ９０７円 

 

 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 

引上げ額 25 円 26 円 27 円 28 円 ０円 

引上げ率 2.76％ 2.79％ 2.82％ 2.84％ ０％ 

時 間 額 ９３２円 ９５８円 ９８５円 １，０１３円 １，０１３円 

 


